
平成24年４月から

介護保険料が変わります
　65歳以上の方（第1号被保険者）の介護保険料は、市町村のサービス提供状況などにより決まり、その額
は3年ごとに見直されます。
　笠間市の平成24年度から平成26年度までの介護保険料額は、下表の10段階となります。

※ 高齢者人口の増加、介護サービス利用者の増加、施設サービスの整備等により、介護保険料を引き上げることとなりました。
　 それに伴い、特例第3段階を設定すること（これまでの第3段階を第3段階・第4段階に分けること）で低所得者に配慮し、負
担能力に応じて介護保険料を賦課いたします。

平成24年度介護保険料　普通徴収（暫定分）納付書は、4月中旬ごろ発送します。

【問合せ】　高齢福祉課（内線171・173）　笠間支所（内線72134）　岩間支所（内線73172）

介護保険制度の適切な運営に、ご理解とご協力をお願いします。

段階 対　　　象　　　者
保険料
調整率

保険料
（年間額）

第１段階
・生活保護を受けている方

・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が市民税非課税の方
基準額
×0.50 26,400円

第２段階
・ 世帯全員が市民税非課税で、前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が８０万
円以下の方

基準額
×0.50 26,400円

第３段階
・ 世帯全員が市民税非課税で、前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が８０万
円を超え１２０万円以下の方

基準額
×0.70 36,960円

第４段階
・ 世帯全員が市民税非課税で、前年の［合計所得金額＋課税年金収入額］が
１２０万円超の方

基準額
×0.75 39,600円

第５段階
・ 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の［合
計所得金額＋課税年金収入額］が８０万円以下の方

基準額
×0.83 43,820円

第６段階
（基準額）

・ 世帯の誰かに市民税が課税されているが、本人は市民税非課税の方で、前年の［合
計所得金額＋課税年金収入額］が８０万円超の方

基準額
×1.00 52,800円

第７段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２５万円未満の方
基準額
×1.12 59,130円

第８段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１２５万円以上１９０万円未満の方
基準額
×1.25 66,000円

第９段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が１９０万円以上４００万円未満の方
基準額
×1.50 79,200円

第１０段階 ・本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が４００万円以上の方
基準額
×1.60 84,480円
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